
　特定非営利活動促進法第 2条第 3項に規定する認定特定非営利活動法人に対して寄附をしましたので、租税特別措置法第70条第10項の規定の適用を受けます。

（
令
和
７
年
１
月
分
以
降
用
）

　被相続人から租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 第 12 項第 1 号 (( 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与
税の非課税 )) に規定する管理残額及び同法第 70 条の 2 の 3 第 12 項第 2 号 (( 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与
を受けた場合の贈与税の非課税 )) に規定する管理残額以外の財産を取得しなかった人（その人が被相続人から相続時精
算課税に係る贈与によって財産を取得している場合を除きます。）は除きます。

　国、地方公共団体又は租税特別措置法施行令第 40 条の 3 に規定する法人に対して寄附をしましたので、租税特別措置法第 70 条第 1 項の規定の適用を

受けます。

　租税特別措置法第 70 条第 3 項に規定する特定公益信託（所得税法等の一部を改正する法律（令和 6 年法律第 8 号）附則第 54 条第 2 項に規定する特定

公益信託を含みます。）又は公益信託に関する法律第 2 条第 1 項第 1 号に規定する公益信託の信託財産とするために支出しましたので、租税特別措置法第

70 条第 3項の規定の適用を受けます。
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